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令和６年１月２９日（月） 午前１０時開会 
 
市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 
 
上入來 幸一（会長） 仮屋 幸孝（会長代理） 弟子丸 宗一（運営委員） 
有村 伊智博   池田 晃     岩元 節朗    上四元 正昭 
園山 一則    豊留 辰男    鳥丸 俊秀    永尾 寛 
中村 秀彦    鳩宿 隆雄    福永 大悟    穂満 和廣 
堀之内 薫    本多 剛     横峯 明人 
 
枇榔 稔 
      
 
事務局長  種村 
主 幹   新村 
支局主任  濵畑、陣ケ尾、村田、溝川、山﨑、小山田、児之原 
専門員   内村、髙山、吉満、渡邉 
主 査   帖地、安樂、上﨑 
主 任   宮元 
主 任   矢崎、米倉、西、平川 
主 査   神崎 

 
 
１ 農地法第３条許可申請に関する件 
２ 農地法第４条許可申請に関する件 
３ 農地法第５条許可申請に関する件 
４ 非農地認定に関する件 
５ 農地利用変更届出に関する件 
６ 農用地利用集積計画に関する件 
７ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 
 
１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 
２ 国土利用計画法による届出・土地に関する調書について 
３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

 ４ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 
５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 
６ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 
 ７ 地域計画に係る意見書の提出について 
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議    長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    長 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和５年度第１０回総会を開催いたし

ます。 

 

まず、事務局より連絡事項があります。 

 

資料の修正をお願いいたします。 

議案書表紙、報告事項２「国土利用計画法による届出土地に関する調書につい

て」、件数が１件となっているところを２件に訂正をお願いいたします。 

続いて、議題４「非農地認定に関する件」、議案書１４ページの申請番号１７番

になりますが、表の中央の下の欄、「田１筆８４㎡、他２筆７９１㎡」となってい

る箇所を、「田３筆、８７５㎡」に訂正をお願いいたします。 

最後に、別冊資料３の表紙、「令和５年度第９回総会」を「令和５年度第１０回

総会」に訂正をお願いいたします。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、枇榔委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、有村委員、穂満委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせします。 

議題３．｢農地法第５条許可申請に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １４件 

議    長 それでは、議題１「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請事由：相手要望、規模拡大、権利の種別：所有権移転、売買。 

番号２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号３号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について、補足説明いたします。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、親の農地の耕作を手伝う等して、

４０年以上の農作業経験があるため、新規就農には該当しません。 

番号５号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号６号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について、補足説明いたします。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、親の農地の耕作を手伝う等して、

５年以上の農作業経験があるため、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号８号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、１７番委員お願いします。 
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号１１号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１「農地法第３条許可申

請に関する件」１４件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地法第４条許可申請に関する件 

５ページ １件 

議    長 次に、議題２「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

それでは、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟１１５．１０㎡、庭敷地等４４８．９０㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…学校用地、西…他人畑、南…里道、北…宅地、

境界…ブロック積、土留、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。 

この件に関しましては、補足して説明します。 

申請地に一般住宅を建築するためには、セットバックをする必要があり、有効

面積は５３５．８３㎡となることから、今回の転用許可はやむを得ないと判断い

たしました。 

なお、申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を令和５年に基礎工事をして

いたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない  

こと、今後は、このようなことのないよう指導いたしました。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２「農地法第４条許可申

請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題３．農地法第５条許可申請に関する件 

６ページ～９ページ １１件 

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

６ページ、番号１号につきましては、議長自ら申請人となっている案件でござ

います。 

それでは、この案件につきましては、議事進行を会長代理にお願いすることと

いたします。 

 

（議長と会長代理は席を交代） 
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会 長 代 理 それでは、議事を進行いたします。 

 

番号１号は、「議事参与の制限」になります。 

従いまして、議長におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規

定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、その

間に審議し、再び着席していただくことにします。 

議長におかれましては、離席をお願いします。 

 

（議長離席後） 

 

それでは、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：事務所１棟３２７．４９㎡、駐車場１７５．００㎡、

庭敷地等５２２．５６㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、西…水路、

南…渡人田、北…市道、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…水路放流、

汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、売買。 

以上です。 

 

会 長 代 理 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「２番委員」挙手あり〕 

 

はい、２番委員どうぞ。 

 

 

２ 番 委 員 この案件は、事務所、駐車場、庭敷地等となっていますが、事務所ではどうい

う業務が行なわれるのかを教えて下さい。 

 

谷 山 支 局 今回の申請の事務所ですが、約半分程度が、労災、貯金等の通常の店舗部分で、

あとはコミュニティ的な部分になっております。 

 

２ 番 委 員 通常農協の業務というのは、信用とか購買とかいうのがありますが、この事務

所ではそういうことはやらない、一般的な農協業務はやらないということですか。 

 

１ ４ 番 委 員 これは、中山と山田の店舗が統廃合になって新たにできるということです。山

田の店舗を廃止して、中山と統合して農協の業務をするということになっており

ます。 
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２ 番 委 員 わかりました。 

 

会 長 代 理 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３「農地法第５条許可申

請に関する件」番号１号につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、議長におかれましては、ご着席をお願いし、

再び議事進行をお願いいたします。 

 

（議長、会長代理それぞれの席に着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、用途・施設：住家１棟１１１．７９㎡、庭敷地等２５３．８７㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、西…他人畑、南…原野、北…市道、境

界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、

贈与。 

この件に関しましては、補足して説明します。 

譲渡人は農地所有適格法人ではありませんが、令和５年１２月に農地法を介さ

ずに時効取得で申請地を取得したものです。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、資材置場２００．００㎡、転回場等４７８．００㎡、東…私道、西・

北…他人畑、南…山林、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号４号、住家１棟１４５．１０㎡、庭敷地等２８４．９０㎡、東…他人畑、

西・北…渡人畑、南…市道、他人畑、宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…公共下水道、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、資材置場２６０．００㎡、転回場等４０６．００㎡、東…市道、西

…原野、南…墓地、北…市道、宅地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、

売買。 

番号６号、有料老人ホーム１棟１５６．５１㎡、駐車場６２．５０㎡、通路等

１５３．６０㎡、東…市道、西…山林、南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号７号、駐車場２１６．２５㎡、転回場等２７６．７５㎡、東・西・北…宅

地、南…市道、境界…コンクリート擁壁、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号８号、グループホーム１棟７５６．６６㎡、グラウンド１，８４５．００

㎡、駐車場７３９．００㎡、転回場等５，７５３．３４㎡、東…里道、西…渡人

畑、他人畑、南…私道、北…宅地、原野、境界…ブロック積、雨水…河川放流、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

この件につきまして、事務局から補足して説明します。 

 

吉 田 支 局 この件につきまして、補足して説明します。（図面掲示） 

 申請地は、吉田支所から南西へ約３．４ｋｍに位置する第２種農地のその他の

農地です。 

 申請人は、市内で障害児入所施設等を経営している社会福祉法人で、申請地３

筆（この図で黄色く塗られた部分）と隣接する原野、雑種地（青く塗られた部分）

と一体利用した総面積９，０９４㎡を、グループホーム、グラウンド、駐車場２

か所、転回場等として転用するものです。 

 申請地は都市計画区域外にあり、計画面積が１０，０００㎡未満のため都市計

画法第２９条の開発許可は必要ないこと、土地の切土・盛土も宅造許可が必要な

い開発であることを鹿児島市土地利用調整課に確認済です。 

 なお、雨水排水につきましては、隣接地にある申請人所有の放課後デイサービ

ス施設等の既存側溝と接続して流末の河川へ放流する計画となっています。 

 申請人は、隣接地に施設を所有・運営していることから転用は確実と思われる

ため、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところです。 

以上、説明を終わります。 

 

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、資材置場２５０．００㎡、駐車場１００．００㎡、転回場等 

６３８．００㎡、東…他人畑、西…宅地、南…市道、北…水路、境界…ブロック

積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１０号、駐車場６２．５０㎡、転回場等８２．５０㎡、東…宅地、通路、

西…他人田、南…雑種地、北…他人畑、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移

転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、共同住宅１棟３２１．６０㎡、駐車場２８７．２５㎡、転回場等

４４９．６２㎡、東・西…宅地、南・北…市道、境界…コンクリート擁壁、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、 

全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいた

します。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３「農地法第５条許可申

請に関する件」１０件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、転用面積が３，０００㎡を超える番号８号につきましては、「県農業会議」

に意見聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付すること

といたします。 

 

 

議題４．非農地認定に関する件 

１０ページ～１４ページ １７件 

議    長 次に、議題４「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：杉、雑木自然繫茂､約５０年経過､現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、調査結果：杉、雑木自然繫茂､約５０年経過､現況山林。 

番号３号、調査結果：杉、雑木自然繫茂､約５０年経過､現況山林。 

番号４号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繫茂､約３０年経過､現況山林。 

番号５号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繫茂､約３０年経過､現況山林。 

番号６号、調査結果：杉、雑木自然繫茂､約５０年経過､現況山林。 

番号７号、調査結果：住家１棟､６６年経過､現況宅地。 

番号８号、調査結果：唐竹・雑木自然繫茂､約４０年経過､現況山林。 

番号９号、調査結果：杉、雑木自然繫茂､約５０年経過､現況山林。 

番号１０号、調査結果：唐竹・雑木自然繫茂､約３０年経過､現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、調査結果：雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、桜島、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、調査結果：通路として４５年経過、現況道路。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。 

 

１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

番号１５号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号１６号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１７番委員お願いします。 
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１７号、調査結果：７３５－２、７４０－１：唐竹・ゴキ竹・雑木自然繁

茂、約３０年経過、現況山林。７４０－３：雑木自然繁茂、約２０年経過、現況

山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４「非農地認定に関する

件」１７件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題５．農地利用変更届出に関する件 

１５ページ １件 

議 長 次に、議題５「農地利用変更届出に関する件」を審議します。 

それでは、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑として利便性を高める。工事開始日：令和６年３月１日、工事終了

日：令和６年４月３０日、周囲の状況：東・西・南…宅地、北…宅地、雑種地、

境界…ブロック積、高さ…０．８ｍ、作物…野菜、甘しょ、搬入土…黒土、シラ

ス。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５「農地利用変更届出に

関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。 

 

 

議題６．農用地利用集積計画に関する件 

１６ページ～３５ページ ３３件 

議    長 次に、議題６「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 資料の１６ページをご覧下さい。 

「議案第６号」、令和６年１月３１日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついて、ご説明申し上げます。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権２２件、３６筆、４０，４５８．００㎡。使用貸借権１１件、１５筆、

１２，１８２．００㎡。合計３３件、５１筆、５２，５９０．００㎡です。 

議案書の１７ページから３４ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、 

３５ページは、配分計画を含む内容です。お目通しをお願いいたします。 

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

以上で、説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料２ １件 

議    長 次に、議題７「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。                                                                                                                             

それでは、喜入、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、喜入町瀬々串町下地区にあり、喜入支所から北西へ約 

５．０ｋｍに位置し、東側は他人畑、西側は市道、南側は他人畑、里道、北側は

渡人畑に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部に接していないものの、住宅と連た

んしており、周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思われ

る。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 
１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

３６ページ １件 
議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

それでは、吉田、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 
 

報告します。３６ページです。 

照会日：令和５年１２月２６日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の

定めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和６年１月９日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．国土利用計画法による届出土地に関する調書について 

３７ページ～３８ページ ２件 
議 長 次に、報告事項２「国土利用計画法による届出・土地に関する調書について」 

それでは、吉野、事務局お願いします。 
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吉 野 支 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。 

３７ページをお開きください。 

今回の届出の面積は２，２４８．００㎡で、市街化区域で２，０００㎡以上に

なるため、国土利用計画法による届出が必要になり、１２月１１日に提出されま

した。 

申請地が農地であったことから、農業委員会事務局に意見を求められ、回答し

たものです。 

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の

所在６筆は記載のとおりであり、地目別面積は（畑）１，６０５．００㎡、転用

目的は資材置場です。 

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は、市街化区域内にある農地です。 

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関係」

ですが，農業振興地域と、農用地区域には、該当しません。 
「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は市街化区域内にある農地

ですので、転用の際は農地法第５条転用届出が必要ですが、既に提出済みです。」

と土地利用調整課へ１２月２１日に回答したところです。 

次に、３８ページをお開きください。 

今回の届出の面積は２，７１１．３１㎡で、市街化区域で２，０００㎡以上に

なるため、国土利用計画法による届出が必要になり、１２月６日に提出されまし

た。 

申請地が農地であったことから、農業委員会事務局に意見を求められ、回答し

たものです。 

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の

所在６筆は記載のとおりであり、地目別面積は（畑）２，３７４．００㎡、転用

目的は宅地造成です。 

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は、市街化区域内にある農地です。 

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関係」

ですが，農業振興地域と、農用地区域には、該当しません。 
「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は市街化区域内にある農地で

すので、転用の際は、農地法第５条転用届出が必要です。」と土地利用調整課へ１

２月２６日に回答したところです。 

以上で報告を終わります。 

 

３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３９ページ～４１ページ １４件 

４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４２ページ～４８ページ １６件 

５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

４９ページ～５０ページ ４件 

議 長 次に、報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項５「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 

 

３９ページをお開き下さい。 

報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告」の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１４件です。 

登記地目別では、田２０筆、１１，９１７．００㎡、畑３５筆、 

２８，７７１．００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１４件。

権利の種別は、所有権が１４件。農業委員会によるあっせん等は、無が１４件と

なっております。 

４０ページから４１ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

 

次に、４２ページをお開き下さい。 

報告事項４「農地法第４条・第５条届出専決に関する報告」の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、多い順に一般住宅が２件、共同住宅、駐車

場が各１件、合計４件となっております。 

第５条関係では、多い順に一般住宅が７件、駐車場が３件、店舗等、その他が

各１件、合計１２件となっております。 

４３ページから４４ページは、４条関係４件、４５ページから４８ページは、

５条関係１２件の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、４９ページから５０ページをお開き下さい。 

報告事項５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。 

吉田地区で２件、喜入地区で１件、郡山地区で１件、合意解約の通知が出てお

ります。 

お目通しをお願いいたします。 

 

６．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 
別冊資料３ ９５件 

７．地域計画に係る意見書の提出について 
別冊資料４  

議 長 次に、報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」別冊資料３、 

報告事項７「地域計画に係る意見書の提出について」別冊資料４、 

それでは、事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 

 

報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料３をご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計９５筆の非農地判断を実施して頂いております。

実施結果に基づきまして、関係部署及び備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付

しております。内容につきましては、お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

報告事項７「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

こちらにつきましては、先月１２月の総会で審議していただき、文言等につい

ては運営委員会で協議のうえ提出するということでご了承いただきました。 

１月２１日の運営委員会において協議を行い、別冊資料４の１ページのとおり、

１月２２日に市長部局に提出したところでございます。 

 

議    長 

 
本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時４０分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 
 
 
 

・令和５年度第１１回総会（月例）開催日時は、 

２月２８日（水）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

・令和５年農業委員会県内現地視察研修日時は、 

２月２日（金）本庁：午前９時１０分集合 

ふれあいスポーツランド：午前９時３０分集合 

行先：株式会社加世田万世 他 

以上です。 

 

事 務 局 
 

農地法第３２条に基づく利用意向調査についての資料をご覧下さい 

１ 利用意向調査対象農地 

令和５年８月３１日現在鹿児島市全体で４，４３６筆２,９５８．５５４㎡の遊

休農地が、鹿児島市にあるということで把握しております。こちらの方は、遊休

農地解消の実態ということで、見ていただかないといけないのですが、それを実

施するにあたって、 

２ 農地パトロールの実施 

 利用意向調査をするために、まず農地パトロールを実施していただきます。

法第３２条に基づく利用意向調査（調査書の郵送）を実施するにあたり、農業委

員及農地利用最適化推進委員の方々に、遊休農地の実態把握を実施していただき

ます。遊休農地を見に行っていただきまして、そこがどういう状況なのか、写真

撮影をしていただいて、遊休農地であるかどうか、営農再開をされていないか見

ていただきます。このリストにある把握している土地が、平成２２年の委託によ

って調査したデータで集計しているものですから、その後どういう状況になって
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いるかを今後把握して、意向調査を実施する予定です。 

なお、この実態把握につきましては、農業委員会の毎月の目標としている１０

日以上の活動の一部としてカウントができますので、活動記録などにも記載して

いただきたいと思います。 

３ 実施件数 

 １月当たり５筆の遊休農地の実態調査を実施いただきたいと思います。まず、

２月に２件で開始する予定です。対象の農地は、毎月の地区推進協議会でお知ら

せします。その時に、遊休農地の判断基準例ということで、お示ししております。 

① 遊休農地 遊休農地として判断するものは、 

・利用されておらず、荒廃度が低度（トラクター等で耕起すればすぐ利用可能）・

一年生の雑草繁茂、多年生雑草繁茂の状態 

・１ｍ未満の低木が数本程度存在するもの 

こちらの方に際してましては、遊休農地として判断していきます。 

② 荒廃農地 荒廃農地として判断するものは、非農地判断の農地として移行

していきます。 

・利用されておらず、荒廃度が重度（重機を使用しなければ到底復旧できない

または農地としての利用価値がない）利用価値がないがというのは、周りの状況

で、周りがほとんど原野化していて、そこ１つだけ耕起して再生しようとしても、

利用価値が見出せないものに関しては、荒廃農地として移行していく形になりま

す。 

・林野化しており農地に復元するのがかなり困難なもの 重機を使わざるをえ

ないもの、１ｍ超えるような雑木が密集しているような所に関しては、非農地判

断の対象に移行していくべきものと思っております。写真撮影をしていただいて、

内容については、地区推進協議会等で、３名以上の農業委員、推進委員の方で判

断をしていただく形になります。 

これをやっていただきまして、遊休農地の解消、遊休農地からの削除を実施し

ていきたいと思っております。 

以上です。 

 

議    長 
 
 
 
 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午前１０時５０分） 
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